
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分担金制度、指定管理者制度に適合した事業内容について 

・都市再生特措法で制度化された(法46条13項)、官民連携による質の高い公共空間の創出・管理に係

る仕組み 

・都市利便増進施設は、公共空間の質を高める類の施設が該当し、一般的な整備・管理水準を上回る

ような管理を行う場合に有効な制度 

  ⇒利便増進施設には、道路、公園等の施設の他、民地内の公共的施設（公開空地等）を含めることも可能 

・協定は地権者等で締結し、認定は市町村長 

・地区における都市利便増進施設は都市再生整備計画（法46条）で位置づけた上、その整備又は管理

の方法（管理主体を含む）、費用の負担方法等を協定で定める 

  ⇒協定締結を行う「地権者等」には道路管理者等も含まれ、また都市再生整備計画に記載できる「道路占

用許可の特例」事項（法46条10・11項）も協定に盛込めば、道路空間活用に関する取決めも可能 

資料 １ 

【都市利便増進協定の概要】 

都市再生整備計画 

都市利便増進協定 

実施する事業等を 
計画で位置づけ 

地権者等による協定締結 

（国土交通省ホームページより） 
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【都市利便増進協定制度を活用した事業イメージ】 

■協定制度活用の考え方 

 ①当該地域で整備する都市利便増進施設のうち、行政が行うベーシックな整備水

準を超える施設の整備・管理（グレードアップ）は、BID団体が分担する。 

 ②グレードアップは、当該地区に「特に利益」を発生させることから、この整備

費に充てる目的で地方自治法・分担金を地域の地権者等から徴収する。 

 ③分担金は、都市利便増進施設のグレードアップに当るBID団体を指定管理者と

し、これへの委託費に充てる 

  

【ＢＩＤ事業パッケージとその財源の全体像】 

※ 国への優遇措置の要望が前提 

分担金による財源 

税控除 
※ 

[国の法令に基づく 
計画的な位置づけ] 

［BID の事業（構成）］ ［BID の財源］ 

○都市再生特措法関連 

 都市再生整備計画 
･都市利便増進協定 等 

 

○都市の低炭素化法関連 
 低炭素まちづくり計画 

Ex.エリアバス、コミュニ

ティサイクル、駐車場集約

化、地域 EMS等 

○国家戦略特区の目標 
 世界に打って出る 
 世界を取り込む 

指定管理者制度による
事業 
 都市利便施設(公の

施設に限る)の管理 

分担金の対象とならな
いが、公共・公益性の
高い事業 
 収益事業含む 

同上で、共益的な事業 
 個社事業の共同実施

(効率化狙い)含む 

分担金（市徴収） 

都市利便施設の管
理による受益限度 

 

 
外部からの寄付金、
委託料等 

地域による負担 

［BID の事業とならないもの］ 

個社として対応するもの 
 敷地内公共的空間の個別

管理 

個社による負担 

委託 

収入 

還元 
BID事業収益(非課税※) 

BIDの自主財源 

［都市利便増進施設］施行規則 12 条の二 

［歩道等の公共空間の整備・管理の基本的な考え方］ 

 

 

 

 

管理の質の向上 
(それに伴う利益対応の分担金) 

ベーシックな整備 

(グレードアップとの一体化が効率的なもの) 
 

ベーシックな整備は従来どおりの 
スキームによる 

指
定
管
理
者 

グレードアップとの 
一体管理 

 
グレードアップ整備・管理 

地方自治法 
第 224 条の 
分担金 
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■施設 5 案内板（地下道に民間が設置した例） 

【参考 都市利便増進施設の設置事例】 

■施設 1 高質な歩道(＋施設 10並木、施設 3
せせらぎ) 

■施設 1 潤いのある地下道(＋施設 10花壇) 
■施設 1､5 パークアンドバスライド 

（駐車場の一体運営） 

■施設 2 高質な公園（＋施設 3せせらぎ） ■施設 4 オープンカフェ ■施設 4 案内施設(＋施設 6ベンチ) 

■施設 5、8 街灯、案内板、旗竿、防犯カメラ、施設 7 非常用電源 ■施設 1、5、6 アーケード付きの歩行者デッキ 
 

■施設 10 道路内の植栽(道路の歩道敷と民地内
に設けた植栽帯の一体管理) 

【都市利便増進施設の種類】 
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